
マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます！

　国の方針に基づき、従来の紙またはプラスチック製の健康保険証は12月２日に廃止されます。以降は、
新規発行が行われませんので、原則として保険証利用登録をしたマイナンバーカード（マイナ保険証）を
医療機関に提示していただくことになります。

◎必要な医療サービスを迅速かつ簡単に利用することができます。
◎�ご自身の状況に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避できます。（お薬や診療情報、健診結
果等の提供に同意いただいた場合のみ）
◎「限度額認定証」がなくても、医療機関窓口での限度額以上の一時支払いが不要になります。

　【ステップ１】マイナンバーカードの申請
　�役場の申請サポート窓口で申請できます。事前予約制となりますので、希望される場合は、住
民課までお電話をお願いします。

　【ステップ２】マイナンバーカードの受け取り
　�申請から１～２か月後、カードの交付準備ができたことをお知らせする「交付通知書」（はがき）
がご自宅に郵送されますので、住民課に予約の電話をしていただき、受け取ってください。

　【ステップ３】マイナ保険証を利用するための手続き
　マイナポータルアプリまたは住民課の窓口で保険証利用登録を行ってください。
　※�登録にはマイナンバーカードとカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書パス
ワード（数字4桁）が必要です。

　【ステップ４】マイナンバーカードを健康保険証として利用
　�医療機関窓口のカードリーダーで顔認証または暗証番号入力を行います。一部の医療機関では、
顔認証やパスワード入力を行わずに利用できる場合があります。
　※有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合は、ステップ１・２は省略できます。

◆  就職や転職、引っ越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
◆  マイナ保険証の利用登録をされていない方には、ご加入の医療保険者（国民健康保険・後期高齢者医療・
各種社会保険）から「資格確認書」が交付されます。

◆  経過措置として、12月2日時点で発行済みの保険証は、有効期限（最長1年間）まで利用
可能です。（ただし、住所などの資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証
は無効となり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。）
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�マイナ保険証を利用するまでの手順マイナ保険証を利用するまでの手順

①マイナポータルを起動してログイン
②ホーム画面の「健康保険証」をタップ
　→健康保険証の利用登録画面
③�パスワードの入力とマイナンバーカードの読み取り→登録完了
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　　　　　　　　��������（マイナ保険証等）住民課　保険年金担当　☎ 0748-52-6584
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マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます！

　国の方針に基づき、従来の紙またはプラスチック製の健康保険証は12月２日に廃止されます。以降は、
新規発行が行われませんので、原則として保険証利用登録をしたマイナンバーカード（マイナ保険証）を
医療機関に提示していただくことになります。

◎必要な医療サービスを迅速かつ簡単に利用することができます。
◎�ご自身の状況に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避できます。（お薬や診療情報、健診結
果等の提供に同意いただいた場合のみ）
◎「限度額認定証」がなくても、医療機関窓口での限度額以上の一時支払いが不要になります。

　【ステップ１】マイナンバーカードの申請
　�役場の申請サポート窓口で申請できます。事前予約制となりますので、希望される場合は、住
民課までお電話をお願いします。

　【ステップ２】マイナンバーカードの受け取り
　�申請から１～２か月後、カードの交付準備ができたことをお知らせする「交付通知書」（はがき）
がご自宅に郵送されますので、住民課に予約の電話をしていただき、受け取ってください。

　【ステップ３】マイナ保険証を利用するための手続き
　マイナポータルアプリまたは住民課の窓口で保険証利用登録を行ってください。
　※�登録にはマイナンバーカードとカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書パス
ワード（数字4桁）が必要です。

　【ステップ４】マイナンバーカードを健康保険証として利用
　�医療機関窓口のカードリーダーで顔認証または暗証番号入力を行います。一部の医療機関では、
顔認証やパスワード入力を行わずに利用できる場合があります。
　※有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合は、ステップ１・２は省略できます。

◆  就職や転職、引っ越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
◆  マイナ保険証の利用登録をされていない方には、ご加入の医療保険者（国民健康保険・後期高齢者医療・
各種社会保険）から「資格確認書」が交付されます。

◆  経過措置として、12月2日時点で発行済みの保険証は、有効期限（最長1年間）まで利用
可能です。（ただし、住所などの資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証
は無効となり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。）
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�マイナ保険証を利用するまでの手順マイナ保険証を利用するまでの手順
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②ホーム画面の「健康保険証」をタップ
　→健康保険証の利用登録画面
③�パスワードの入力とマイナンバーカードの読み取り→登録完了
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し
た※負担割合証は、薄い緑色です。

    
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
Ｓ
Ｍ
Ｓ
・
メ
ー
ル
で
の
詐
欺
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

投
資
詐
欺
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

事
例

事
例

知
っ
て
い
る
組
織
名
で
も

安
心
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
長
寿
福
祉
課
　
高
齢
者
福
祉
介
護
担
当

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
0
1

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
警
察
相
談
専
用
電
話
　
☎
♯
９
１
１
０

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
短
縮
番
号
　
☎
１
８
８

　
交
通
環
境
政
策
課
　
環
境
政
策
担
当

　
消
費
生
活
相
談
窓
口

☎
０
７
４
８-

５
２-

２
５
０
０

電
話
で
の
詐
欺
に
も
注
意
し
ま
し
ょ
う

ご
自
身
の
負
担
割
合（
１
割
、

２
割
ま
た
は
３
割
）が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

対
処
法

対
処
法

！
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